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日本経済の多部 門一般均衡 モデルの構築 と

 環境保全政策 シ ミュ レー シ ョン

(1)環 境保全政策 と多部門一般均衡モデル の構築*

黒 田昌裕 †、野村 浩 二 †

1998年7月

1 は じめに

 昨 年12月 に京 都 で 開 催 され た 、 い わ ゆ るCOP3(Conference《}f Parties)に お い て 、京 都 議 定 書(Kyoto

Protocol to the United Nations Ffamework Convention on Climate Change)と して、参加161箇 国が

2008年 か ら2012年 の期間に地球温暖化 ガスの削減 に向けて努力す ることが合意をみた。議定書の発効 要

件 として、(1)55箇 国以上の批准 、(2)批 准 した附属書1の 締約 国(先 進国)のCO2総 排 出量が附属書1の

全締約 国の002排 出量の55%を 超過す ることを要件 とす ることが定められ ている。必ず しも議定書の発 効

が確実か ど うかについても疑問な しとは しないが、我が国の現状を踏まえて、現時点でそこでの 目標 の達

成 の可能性 とそのための政策施策を検討 してお くことは重要な課題である。 この研究は、我が国の経済 を

定量的に捉 える多部門一般均衡モデル を用いることによって、CO2排 出量削減 目標の達成の可能性 を検討

し、 目標実現に向けての各種 の施策導入が、我が国経済構造 にいかなる影響 をもた らすか を推察するこ と

を目的に行 ったものである。

 各経済主体はその行動の原理 として主体均衡 の経済合理性を追求す る。そ こでは、各期の期首に与え ら

れた諸条件 を前提 として、一期 ごとの合理的行動を積み重ねて、逐次的に経済成長の経路 を導 くことになっ

ている。 このモデルによって京都議定書の目標対象期 間2008-12年 にお ける002排 出量が求め られ、目標

値 との関係 で、新たな施策の導入が経済成長の逐次的経路に及ぼす影響 を算 定することができる。各種政

策手段 の導入 の効果 を算定するために、このモデルでは様々な政策に対応 しうるフ レキシ ビリティのあ る

ことが特徴 といえる。

 本稿では、次節でCOP3で のいわゆる京都議定書の内容 と我が国エネルギー需給構造 との対応に触れ

た後、第3節 で、環境保全対策に対する幾つかの経済的手段の意味を明 らか にす ることか ら始める。環境

保全の経済的手段は、いわゆる市場オ リエンテ ッ ドな炭素税や排出権売買などの手段 と省エネルギー施策

の法的手段やその他 の誘導的手段 に大きくは別れ るかもしれない,政 策手段の効果評価は、その環境保全

の費用効果性(Cost Effectiveness)、 効率性(E$iciency) 、公平性(Equity)の 観点か ら総合的に判断すべき

ものである。第4節 では、第3節 の総論的説 明を前提に多部門一般均衡モデルの構造を示す,構 築 したモ

デルによる各種 シ ミュレー ションについては、次稿(II)環 境保全政策 と炭素税賦課 シ ミュレーシ ョンで

考察することにする。

 *多部門一般均衡モデル構築については、日本開発銀行 設備投資研究所地球温暖化研究センター国則守生氏、英公子氏、冨田秀昭氏との共同で構築したも
のである。なお本論分に含まれ得るミスについては、われわれ執筆者の責任である。
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2 京 都 議 定 書 の 内 容 と我 が 国 エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造

 温暖化ガス削減目標の京都議定書の内容は、要約すれば以下のようにまとめることができるJま ず数値
目標 の設定に関 して・ 目標年次は、2008年 ～2012年 までの期間に達成 を条件 と してお り、若干の伸縮性
が認め られている。 その とき、温暖化の対象ガスと して、二酸化炭素(C;'U2)、 メタン(CH4)、 亜酸化窒素

(N・0)・ ハイ ドロフルオ ・カーボン(服 ア・)・パー フルオ助 一ボン(PFσ 。).六 弗化硫黄(鋤 の6ガ

スが対象 となってお り、基準年 として、丑FO3, PF(フS, S'F,3は、1995年 を選択可能であるけれ ども、他
のガスについては、1990年 を基準 とする ことが定められている

。 その上で 目標年次の温室効果ガスを先進

国全体で基準年よ り少な くとも5%は 削減す ることを目標に、附属書1の 締約国各国の排出削減 目標が設定

された・我が国は・基準年の水準の▲6%、 米国は同▲7% 、EUは 同▲8%、 アイ スラン ドは同+10%、 豪

州は同+8%が それぞれ の削減 目標 となることが合意 された。議定書では、新たにこの削減 目標 を達成す る

手段 として、1990年 以降の植 林等に限定 して、温室効果ガスの吸収源の寄与を認 めることとし、 さらに先
進国間の排 出権取 引制度、先進国間の共同実施制度、途上国との間で クリーン開発 メカニズム制度の導入

によって、 目標達成 に向けての柔軟性 を確保 できることとなった
。 ただ しこれ らの諸制度は、実質的には

その制度内容 に関 しての枠組み作 りについて、COP4以 降の議論に委ね られる こととな ってい る。 各国

の削減 目標 を達成 する政策措置 として、エネル ギー利用効率の向上、新エネルギー ・再生可能エネルギー、先進的
技術開発 の促進によって行 うこととなってお り、それ を実現するための具体的手段 については各国

の裁量に任 され ることとな る。我が国の取 り組み方針にっいては
、1997年12Aに 内閣に設置 された地球温 』

暖化対策推進本部の下、省エネル ギー等排出削減対策の推進、メタン、亜酸化窒素の排 出削減対策、代替
フロン等の削減対策、植林等の吸収源対策、革新的技術の研究開発、共同実施や排出権取引を活用 した国

嬲 力の活用等の推進 について合意 されてお り、ひ とつの 醜 として、▲6%の 内訳1ま、「▲2 .5%を00、 、
メタン、亜酸化窒素の排出抑制、▲3 .7%を 土 i亅用の変化 と森林活動による吸収、+2.0%を 代替 フロンの
排 出抑制、▲1.8%を 共同実施、排出権取 引の活用によるもの」とい う目標値の設定を行っている

。本稿で
の分析は、上記▲2.5%の うち、省エネ等対策 によるエネル ギー起源のC'0

2排出量を1990年 排出量水準に
まで押 さえるとい うシナ リオの経済的効果を分析す ることに焦点 を定める

nま た同時に、現行 の原子力発

電所の建設計画が未達 に終わ らざるを得なかった場合において、我が国が支払わざるを得ない様 々なコス
トを評価す ることも視野に入れ てい る。

 我が国の近年 のエネルギー需要 の現状 と、政府見通 しによる2010年 の姿について触れてお こう、:、1990
年度で最終エネルギー消費は、原 油換算で産業用183百 万kL 、民生用85百 万k:L、 運輸用80百 万k:Lで

合計349百 万k:L、 さらに1996年 度で、それぞれ195百 万k:L 、102百 万k:L、96百 万kL、 合計393百 万
k:Lと なっている。6年 間のエネルギー消費の伸び率は、この とき、産業用で年率1%、 民生用で同3%、 運

輸用で同3%と なってお り、合計で同2%と かな りの急速な上昇を示 してい る
。 この とき、エネルギー起源

の002排 出量は、炭素換算で、1990年 に2.87億t-C、1995年 に3.11億t-Cと なってお り、年率1.G%の
伸びを示 している。1997年11月 の 「地球温暖化 問題 への国内対策 に関す る関係審議会合同会議」報告 書

によれば、2010年 には最終エネル ギー需要が、456百 万kLと 見込 まれてお り、そのCO2排 出量は、3 .47
億t-Cと 算定 されている。 この見通 しに したが ってエネル ギー需要が伸びるとすれば

、1995年 以降年率 で
1%程 度の上昇率 とい うことになるが、1990年 から95年 までの伸び率1.60%を かなり下回った、弱含み の
予測 とい うことになる。 その場合で も、CO2排 出量は3 .47億t-Cで 、1990年 レベル を20%程 度 も上回 る

こととなる。1990年 か ら1995年 までにすでに、90年 レベルを8.1%上 回ってお り、エ ネル ギー起源C'02

排出量を2010年 に1990年 レベル に安定化 させ るとい う目標 は如何 に困難 なものかを容易に推察できる
。過去

5年 間のエネル ギー需要の伸 びは、民生、運輸部門に大きく偏 ってお り、それ らの部門での省エネル

ギー対策が今後の一つの課題 といえる。 しか し一方で、産業用エネルギー最r消 費 も、石油危機 後進んで

いた省エネが1983年 以降反転 して、エネルギー需要拡大 に向か ってお り、今後の省エ ネは必ず しも、予断

を許 さないとい う現状である。 このよ うな状況の中で、2010年 に向けて、新エネルギー を現状の約3倍 の
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1910万kL,原 子力発電を1996年 の3080億kWhか ら、7000万kW設 備容量、4800億kWh発 電量にま

で拡大するとともに、各種の省 エネル ギー対策や省エネル ギー技術 の振興 による施策 に実施 に よって、最

終エネル ギー需要を、2010年 で400百 万k:L、 うち産業用を192百 万k:L、 民生用を11s百 万kL、 運輸用

を95百 万kLに まで削減することが可能であり、結果 としてエネル ギー起源の002排 出量を2 .87億t-C

にまで削減できるとい うのが、現段階の政府見通 しとして議論 されているところである。

 これ らの政府見通 しは、省エネル ギー努力によるエネルギー需要の削減 と電源構成な どに関する原子力

発電の追加的建設 のシナ リオにもとつ くものであり、個々の施策 による削減シナ リオの積算に よるもので

ある。 この間実質GNPの 伸び率は、2000年 までが年率3%、2000年 ～2010年 までが、年率2%と 想定 さ

れてお り、それ にも関わ らず、エネルギー需要が、年率0 .126%の 伸びで押 さえ られ るとい う想定 となって

い る。各種 の省エネルギーの努力は、経済体系全体 とすれば、その影響が相互に依存的関係 をもってい る。

よって、経済の相互依存の中で各種の施策が構造的にいかなる影響 を相互 に保有 し、それ ら全体 としての

整合性(consistency)と 実現可能性(feasibility)を モデル分析に より検討す ることが必要で あろ う1,

3 環境対策の経済効果

 1990年 のIPCCレ ポー トによれ ば、 「地球温暖化 ガスの大気中濃度 は、産業革命 の初期に比 して、約

25%拡 大 してお り、このまま推移すれば次世紀末には産業革命以前の2倍 にも達 し、 さらに増大 しつづけ

る」 ことになる。気候変動は、それが、1)か な りの不確実性を持っこと、2)気 候変動 による被害 とその

対策コス トが非可逆性 を持っ こと、3)将 来を見越 した長期的対処が必要なこと、4)温 暖化 ガスの排出 と

その影響にタイムラグがあること、5)規 則性を持たない地球規模の問題で あること、6)広 範囲の地域的

影響の差異があること。7)複 合的な温暖化ガスに対処 しなけれ ばな らない ことな ど、種々の複雑な問題 を

孕んでいることを認識 しなけれ ばな らない。経済学の知見が、こ うした気候変動の可能性 に対 して対処す

るためには、対象 としている “環境”とい う一種の要素(factor)も しくは財(goods)を 、経済学上の概念 と

して規定す ることか らは じめなければな らない.,経 済学では、環境 を次の二つの特性 をもつ要素もしくは

財 として位置付ける。

 第 一一に 、環 境 が 国 際 的 な公 共財(publiぐgoods)で あ る こ とで あ る。公 共 財 とは 、非 競 合 性(llUll-rivalry)1と

非排除性(non-excludability)2と い う二っの条件を満たす財 として定義 され る、、地球温暖化 に代表 され る

よ うに、環境はまさにこの特性を もっ国際的な公共財 と考えることができる。 このとき、環境保全にとも

な うそれぞれの国での温暖化ガス対策は、すべての国にとっての利益た りうる。

 第二 に、環境 は外部性(externality)を 保有する。 市場 メカニズムに基づいて内部化 された価格 シグナ
ルによる個別経済主体の経済合理 性の追求の結果、生 じた環境 の汚染因子の発 生は社会全体 としての環境

の悪化につながるとい う外部不経済を惹起す ることとなる。別の言い方をすれ ば、私的限界費用 と社会的

限界費用 に乖離 を生む ことになる。 したがって、この特性か ら、市場 メカニズムに任せた資源配分が、効

率的な資源配分を達成できない とい う、いわゆる市場の失敗(market failure)の 典型的事例 と考えること

ができる・ 市場の失敗を補 う政策的対応が必要 となる由縁である。

 この国際公共財 である とい う特性 と外部性の特性 とは、この問題 を扱 うための法的な枠組みが必要 とさ

れることを意味 している。国際的な公共財 をコン トロールする法的な枠組みには、財産権の定義、排出規

制の定義、それを国際的に公正かっ公平に負担 と成果を配分す るための合意の達成が不可欠である。 もし

各経済主体が私的な利益追求にまかせて行動 した場合には、結果は公共財 としての環境 をます ます悪化 さ

せ 、外部不経済を拡大 させ ることになる。

 1その財の個々人の追加的使用による限界費用の増加がゼロであること,言い換えれば、ある個人もしくは企業のその財の使用が、他
の個人、企業の使用を物理的に不可能にすることがないという性質。

 2個々人の追加的使用 を排除する限界費用が無限大であること.す なわち、一個人がその財を所有することによって、他人の追加
的使用を排除す ることが出来ないとい う性質。



 気候変動に対処する環境保全の対策、とりわけ経済学的対策についての選択の評価基準は、広義の意味

での効率性(Efficiency)、 効果性(Effectiveness)と 公平性(Equity)の 三っの観点からの考慮が必要と

なる。冒頭に指摘 した気候変動の性質は、継続的になされる対策に関する意志決定のプロセスが、実行途

中での修正を含んだ新 しい情報に対応できるものであること、保険、リスクのヘ ッジングや行動の道の選

択肢のオプションをも含んだものであることを必要とする。 したがって、問題は、今後100年 にわたる長

期的な方法についてベス トなものを選択することではなく、将来の変更の可能性を残しながら、ここ数年

のベス トな対策を選ぶことがもっとも重要である。将来の世代のリスクを軽減する政策メニューの中には、

1)排 出量の即時的削減、2)新 エネルギーや省エネルギー技術の研究開発、3)気 候変動の大きさとその影

響についての継続的研究、4)急 激な気候変動に対処するための適合的投資の推進などの対策を含んでい

る。対策に関する適当なポー トフォリオは、特定の対策を実施するのに比してより効果的であると考えら

れる。 もちろんその対策は対策のコス ト、利益そしてリスクを加味した選択でなければならない し、相互

依存的な地球規模の経済にあっては、ある特定地域もしくは特定産業部門での温暖化ガス削減の努力は、

結果として他地域や産業部門での排出の拡大をまねくことになるかもしれないとい う点の配慮 も必要であ

る。このことは、a)削 減努力をおこなった地域の産業の比較優位をそこなう結果として、 b)産 業の再配

置の結果、もしくはc)世 界市場におけるエネルギー需給バランスの変化がもたらす価格変化の結果など

によって生 じることになる。 したがって、選択に際 しては、異なる地域、産業、個人間の相互依存的な影

響を考慮することが必要となる。

 気候変動枠組条約では、すべての国に排出量の削減、吸収源の拡大、適合的対策に関して、最も費用効

率的な方法を選択することを要求 している。また、条約は、各参加主体に共通であるが、差別化された責

任のあることをみとめる一方で、負担の平等なシエアーをもとめている。各国が気候変動とその対策につ

いて異なった影響をうける可能性がある。南北でその影響は異なるであろうし、発展途上国が資金、技術

両面で不足 しているといったこともありうる、,しかしながら、こうした状況に関して、気候変動枠組条約

は、気候変動に対処するコス トのシエアーの仕方に関してなんらの枠組みを提示 していない。公平性に関

するもう一つの問題は、諸対策の将来世代に与える影響である。現世代と将来世代との間での負担と効果

に関する公平性のこの課題は、割引率の設定に関ってくることになり、それに関する合意の形成が必要な

ことを示唆している。

 効率性の追求は、どこが資金を負担するかには関りなく、コス トの最も低廉な方法を選択することをも

とめる。効率性は、エネルギーの補助金を削減 し、エネルギーの使用や炭素保蔵に関る財産権の改革、温

暖化ガス削減効果をもつそれ以外のもろもろの外部効果を少なくすることを求めている。効率性は、情報

伝達の活性化やエネルギー効率向上のための投資を誘発する資本市場の不完全性の除去によっても達成で

きるかもしれない。資本ス トックの回転率を変化させたり、より低費用の代替エネルギーの開発を待つこ

とによって、対策の実行のタイ ミングをよりフレキシブルにすることによって、費用効率を高める可能性

のあることを動学的分析は示している。それぞれの国が効率性を追求することは、その費用の負担と成果

の分配に関して、公平の問題とも関ってくる。 したがって、効率性の追求は、共同実施や経済的手段の協

調の可能性も示唆する。国際協調的な炭素税や排出権の創設なども市場の失敗を是正し、公平性を維持す

ることにも役立つことになろう。

 特定の温暖化ガスCO2の 排出を次の簡単な恒等式を念頭において考え 丈う「、この恒等式は、提案者茅

陽一教授に因んで茅の恒等式と呼ばれている。

               002=(ω2/E)*(E/(～)・((～/L)*L        (1)

 ここで、CO2は 、炭素排 出量、 Eは エネルギー投入量、(～、 Lは それぞれ実質GNPお よび総人 口を表

す ものとす る。 この恒等式は、炭素排 出量が、エネルギー中の炭素含有率((YO2/E)、 エネルギー ・産出比

率(エ ネル ギー生産 性の逆数)(E/Q)、 一人あた り実質GNP(g/L)と 総人口(ム)に 分解 され ることを示 し
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ている。エネル ギーの炭素含有率は、使用 され るエネルギーの構成が変化す ることに よって、それぞれ の

エネルギー に含 まれる炭素含有量が物理的に一定であった として も変化 しうる。エネル ギー生産性 は、技

術進歩な どによるエネルギー生産性の変動や省エネル ギー技術 の導入 によって変化 し うる。 一人あた り実

質GNPの 変化 は、経済成長率に依存す ることにな り、全体は最終項の人口の変化 にももちろん依存 して

いるO一 ・国全体の炭素排出量の変化は、これ らの各要素が如何 に変化す るかにかかっていることになるが、

その変化が、経済政策的手段によって如何 に誘導 され るかが問題 とな る。 もちろん、この恒等式は、マ ク

ロの分解であるけれ ども、マ クロの要素の変化の背後には、産業構造や需要構造の変化を伴 っているはず

であ り、そのそれぞれの要素の変化が一国の経済成長やその他の経済相互依存のメカニズムに与える影 響

や この変化を実現す る制度的可能性 の是非についても考慮することが必要であろ うn

 環境は原則 として、再生可能な資源(IPIIPWFLhlP I'P.SOIII'CPS)であるけれども、その再生のスピー ド以上での

汚染は、再生を不可能 とする。その意味では、環境 もまた再生不可能な資源(exhaustible natural resource)

であると考え られ る。 したがって、再生可能性 に関 しては、技術進歩の可能性 を含む将来の コス ト、割 引

率、 リスクのバランス とい うことになる。割引率が高ければ高いほど、将来世代の負担 を軽減す る意味で、

対策を急 ぐことが必要 となる。エネルギーの ソースを、石炭、石油 ・ガス、非炭素エネルギーに分けた場

合、将来の非炭素エネル ギーの開発(backstop technology)の タイ ミングとその コス トのシナ リオに依存

して、石炭お よび石油 ・ガスへの依存のシナ リオが変わってくる。石油 ・ガスが有限資源であることを考

えると、非炭素エネルギーが確実に利用可能 となる時点までの戦略 としては、石炭エネルギーへの依存 を

可能な限 り少 なくす るとい う意味で、石油 ・ガスの省エネルギーが必要 となる。その場合でも、特定地域、

特定時期の省エネルギー対策の施行が もたらす炭素脱漏(Carbon Leakage)の 問題 も考慮す ることが重要

である。炭素脱漏 としては、次のよ うな2つ のものが考え られ る。第一に、“positive”なcarbon leakage

効果である。先進地域(North)で の省エネルギー対策が、国際市場での比較優位の変化 をもた らし、途

上国の貿易 シエアーの拡大 を通 じて、その生産の拡大をもた らし、それが途上国(South)で の化石燃料

依存を高めることとなって、地球規模での炭素排出をかえって大 きくして しま う。第二に、”negative”な

carbon leakage効 果である。先進地域での石油 ・ガスへの依存率の低下が、石油 ・ガスのエネル ギー国際

価格を低下 させ ることによって、石炭依存の途上国が、石油 ・ガスに転換す る可能性 も考え られ るf.こ の

場合には、地球規模での炭素排出は相乗的に削減 され ることが期待 され る,,

 化石燃料へのエネル ギー依存は、将来の代替的エネル ギーの開発の可能性 によって、対策実施 のタイ ミ

ングは異な り得る。 したがって、石油 ・ガス依存の省力化の推進は、一種の保険の役割 と考えられ るが、 こ

の場合で も将来の非炭素代替エネルギー利用の可能性 によって、その保険効果 が変わって くる。 このこ と

は、carbon leakageの 問題 を静学的、地域的広が りの観点ばか りではなく、動学的観点 もまた配慮す る こ

とが必要であることを意味 している。

3.1 地 球 温 暖 化 に 関 す る経 済 的 手 段

 地球環境保全の政策手段 とその実施に伴 う問題点 とい う視点か ら要約 してみよ う、,環境保全の政策手段

としては、大 きく三つのカテ ゴリーに分けることができる。

 政策手段 の第1の カテゴ リー は、次のよ うなものである。地球温暖化の可能性 とその影響評価 の不確定

性 に鑑み、保全を 目的 として とられた何 らかの政策実施が将来の しかるべき時点で、地球温暖化 の恐れが

危 惧に終った り、対策が実質的に無力である ことが判明した場合でも、その対策が無意味 、も しくは無駄で

あったとの後悔 を残 さないよ うなもの、これ を “N(トreglet Policジ と呼んでい る。厳密な意味で、 コス ト

を全 く必要 としないとい うわけではないけれ ども、現存する種々の制度 ・政策の改革 によって、市場効率を

高め、エネルギー生産 性の向上に役立っ方法 も考えられ る。エネルギーに関す る補助金 の削除、土地所有

制度の改革、電力料金制度 の改革や土地使 用に関す る規制の撤廃 といった制度改革が この範疇の政策 とし

て分類できるnこ れ らは、改革に何 らかの コス トを伴 うとい う意味では、厳密な意味で ”Nc}一reglet Polirジ



 とは言えないけれ ども、既存の市場欠陥を除 くことによって、市場効率の改善に役立つ とい う点では、広
義 の “N(》reglet Policy” に 含 め て 考 え る こ と もで き よ う。

 現実の市場では、種々の市場機能阻害的要素が存在する。それ らを除去することによって、市場の効率
性を高め、同時に温暖化ガスの弊害 を除くことも可能である。 この場合、市場機能 を高めるとい う意味で

は・いわゆるno一・eg1・t p・1i・yとして位置付けることができる.分 析的 には、 t。pd。wn APP,。、d1(経 済の

相互依存の構造 を捉 えた模型 を用いて、環境保全 の各種経済的手段 が、いかなる社会的、経 済的影響を及

ぼすかを体系的に探ろ うとする分析手法) 、およびb・tt・m-uP HPP・、)adl(個 別 の技術 の雛 を譖 田に解析

す ることによって、その社会的、経済的影響を個別 の影響の積み上げによって算定 しようとす る手法)の

両面か 蠏 析がなされているが・結果の幅はかな り大きい、第1の 蘇 手段1こついて、Z_。st。pti。11と

呼ばれ る各種現行政策の改善による手段 として、次のよ うなものがある。

 第1に 、エネル ギー補助金 の削減である。Sha11-Larsen(1991)の 分析では、特に発展途上国を中心 に、
1990年 レベルで2300億 ドルのエネルギー補助金があ り、それ らを除 くことによって、9.5%の 炭素排出量
の削減か可能であると推定 している・・ECDのG・een m・d・1(Buriiiaux et・1.(1992), D。a1、(1994))に よ

れば・エネルギー市場での市場阻害要因を除 くことによって、世界の実質所得 を年率0.7%増 加 させ 、2050

年の002排 出量を18%削 減できると推定 してい る。 また、ポーラン ド、ハ ンガ リー、チ ェコス ロバキアの
エネル ギr価 格を世界市場並みに高めることによって

、それ らの国の炭素排出を30%削 減できるとの推定

結果 も報告 されている。

 第2は ・財産権(Property Right)の 改革である。一・部のものは、財産権 の不明確 さや将来の不確定性
が環境悪化の原因 となっている。 たとえば、開発途上国における森林の財産権の不明確 さが将来の不安を

よび、現状での地主階級の森林乱伐 を起 している。第3と しては、その他の行政的改革 として、電力料金
の合理的設定、土地利用 の規制 の撤廃などがある。第4に 、非温暖化ガス排出への外部効果の抑制があ るr、第

5に ・繍 体制7過 程諸国(E・ ・1・・mi・・in nansiti・n)の 改革 による繍 効率性の改善があ1デられ る
1,

 そ して第6は 、エネルギー効率改善の諸政策である。それは、a)リ サイ クルシステムの構築(廃 棄物に
費用負担 を導入す ることに よるRecy・1・ の促進) 、 b)ガ ソリン税の導入 に よって、 自動車保険をその走行

距離に連動 してまかな う、c)駐 車料金に対する公的課金 システムの導入
、 d)住 宅建設 についての補助の

撤廃(低 利 子優遇、帰属家賃についての課税 など)、e)ト ラック輸送などへの追加的課金 システムの導入、な
どが対応 している。

 政策手段の第2の カテゴリーは、より積極的に環境保全対策を実施するものである,,不確定性からく
る リスクの軽減や より実効性 のある技術 の開発、そ して市場メカニズムを用いた経済的政策手段が この範

疇に入 る。002な ど地球温暖化 ガスの除去 、固定化 の技術が未発達な現状では、エネルギ↓効率の改善へ
の政策的インセ ンテ ィブの付与がその基本的な考え方 になる

。 市場ベースの政策手段(market-based or
market oriented)が それである。 この場合で も、政策実施の範囲によって、各国の国内市場を対象 とした
“Unilateral”な もの と各国協調 に基づ く “Gl

obal” なものとに分けることができる。 そ してそのそれぞれ
が、市場メカニズムの “価格”に注目した炭素税(Carbon Tax)や 補助金(Subsidies)な どの政策手段 と
“数量”の調整に注 目した排出権市場(T

radable Permit Market or Tradable Quota system)の 創設 とに区

分す ることができる。市場の価格 メカニズムが完全に機能 しているとい う理論的前提の もとでは
、 これ ら

市場機能を活か した経済的政策手段が資源配分の効率性 を保証す ることは 自明である
,,し か し実際の市場

の不完全性を考え ると実行上は費用効果の観点に限って も問題が多い
、,公平性(Equity)の 評価 となると

価格 メカニズムに よる資源配分がそれ を保証できないわけであるか ら、改 めて国内個人、産業間は もちろ

ん、国際間の負担 と成果配分の公平性の確保は大きな問題 となる、、

 各国の市場機能が経済の発展段階に応 じて異なっており、統一的な市場ベースの政策手段が困難な状況の
中でより実行性があると考えられているのが、市場ベースの政策への将来の以降を前提 と した “11ego,iated-

base”と言われ る政策手段、具体的には “共同実施プログラム(Joint Implemeiita
,tion Program).,の 提案

である。 このプログラムについても検討 ゲべき課題が多いけれ ども、すでに欧州そ 中心 として幾つかの試
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みも開始 されている。

 政策手段としての第3の カテゴリーに入るものとして、より直接的な当局の政策介入によるものもあ
る。 ここでは、各種規制(Reguratory Instrument) 、適応 的対策(Adaptation)、 吸収源 の拡大(Sink

Instrument)、 資源再利用(Recycle)、 省エネルギー対策(Energy Conservation)な どを含 めて考えてい

る。それぞれが実施手段 として、市場機能を補完するものであ り、必ず しも直接 的政策介入の厳密 な手段

に限っているわ けではない ことはもちろんである。 こ うした政策手段のそれぞれが、先に示 した評価基準

に照 らしてその功罪が検討 され なければならない。

3.2 炭素 税 と排 出権 取 引

 以上、三つの環境保全に関する政策手段のうち、本稿で主に対象とするのは第2の カテゴリーの範疇に
入るものである。そこで中心的な位置を占める炭素税と排出権取引にっいて考察することにしよう。その
ためにまず環境保全という観点からみたときの市場の失敗と政策導入にっいて検計 ずることからはじめる

。

 市場の失敗についての可能性は幾つかの観点から指摘 され うる。それらは、a)情 報の非公開:公共財に

関する情報の提供、その伝達に関しての不完全性が市場の失敗をもたらす、b)企 業の所有 ・経営の分離:

経営と所有の分離が常態である現代の企業組織において、エネルギー効率の向上が、経営者の インセンテ
ィブになりえるかどうか?、c)'規 模の経済性 と外部効果:新しい技術の採用が、規模の経済性の存在や外

部効果の作動によって阻害される可能性、d)資 本市場の不完全性:個 別企業の設定する割引率は、それに
リスクプレミアムを含めたとき、市場利子率より高めに乖離することがありえる。その結果として、投資
のインセンティブが阻害さ為ることが生じ、資本市場における量的制約が投資を阻害する、などに整理 さ

れ よ う。

 これらの市場の失敗をもたらす幾っかの要因の存在は、市場メカニズムに任せるかたちでの経済運営が
環境保全という観点からすれば、市場の効率性を必ずしも保証しないとい うことを示唆している。そこで
は市場の欠陥を補完するかたちでの何らかの政府の政策的介入が必要となる。通常、市場メカニズムの作
動によって、効率的な資源配分がなされるとい う場合には、二つの意味をもっている。ある財の需要にとも

なって発生する限界的便益とその財を供給する際の限界的費用とが均等化する水準で需給の均衡が成立す

る。その水準では、結果としてその財の需給が均衡し、需要者が獲得する便益はもっとも大きくなってい

る。それ以上の追加的供給は、追加的便益が追加的費用を下回ることとなって損失を発生させるし、それ
以下の供給は、供給をさらに増すことによってさらに総便益を拡大させる可能性をもっていることになる。
この意味で限界便益と限界費用 とが等 しい水準の需給均衡量は、効率的供給(需 要)量 であるということ

になる・また一方で・こうした市場メカニズムがすべての財について等しく作動することによって、市場全
体でも資源の配分が効率的におこなわれることも市場メカニズムは保証 しているのである。市場の失敗は、

何 らかの形でこのメカニズムが侵されることを意味 している。ある経済活動によって環境汚染が発生した

とすれば、その汚染の弊害やそれを保全する費用を勘案すれば、社会的には、その財の供給に際して要 し

た費用(私 的限界費用)以 上に多くの費用を負担 しなければならないことになる。その費用を社会的限界

費用を呼べば、この経済活動がもたらす外部不経済の効果によって、私的限界費用と社会的限界費用とに

乖離が生まれることになる。その場合、市場が私的限界費用と限界便益の均等化を達成 したとしても、社

会全体としては、先の意味での効率を達成していることにはならない.,環境政策に関して、政策的にこの

乖離分を補うことによって、市場の欠陥を補正することが必要となる。Pigue(1932)は 、税もしくは補助金
の制度によって、市場の欠陥を補 うことを提案している。私的限界費用と社会的限界費用の乖離分に相当

する費用を税や補助金によって埋め、この乖離分を市場で勘案 される費用に含めることによって、後は市

場の効率的資源配分のメカニズムに任せようという考え方である。それは外部費用の内部化であり、提案

者に因んでピグー税(Pigouvian Tax)と 呼ばれる。ピグー税のもとでは、結果として、外部費用まで含め
た社会的限界費用が限界便益に等しくなり、各種の汚染発生源の排出削減費用が均等化することで社会的
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削減費用が最少化 されることにより、市場の資源配分の効率性が保たれることになる。 ヒグー税の導入は、
確かに理論的には、市場メカニズムの効率性を保証するような、最適な汚染の削減水準とそれを実現する

ための税率が内生的に決まることになるけれども、実際の政策運営とい う観点からすると、種々の異なる

汚染発生源の限界外部費用と社会的限界削減費用とをすべて政策当局者が把握していなければならないと

いう意味では、情報量としての負担は非常に大きなものとなり、実際には不可能に近い,ビ グー税の代替

的経済手段として、提案 されているのが排出権取引(Tradable Permit)と 炭素税(Carbon Tax)で ある。

 効率性の追求は、経済に参加するすべての主体に、環境保全のすべての社会的限界費用を払わせること

を必要とする。そこでの効率性は、社会の総便益が極大化されるように最適汚染水準が決まり、同時に各

経済主体の負担が均等化するように、限界排出削減費用の均等化が行われる、,こ の うち、前者の効率性を

犠牲にして、排出水準もしくは削減水準を政策当局が政策的に決定し、その制約のもとで市場メカニズム

によって後者の効率性のみを追求しようとするのが、排出権市場や炭素税導入の考え方である。

 排出権取引マーケットにおいては、社会全体の汚染発生の目標の設定に応 じた排出権の総量と個別の汚
染発生源(原 理的には、国単位で も、企業単位 でも考え られ る)ご との排出権の配分の決定が必要 となる。

政策当局は、この排 出許可量を直接規制す ることによって、総量としての排 出水準 を抑制す ることになる。

各主体に配分された排 出権 は、市場で成立す る排出権の価格 に即 して、その権利 を売買することができる。

排出権の初期値 と しての配分は、オークシ ョンによるか、一人当た り排出量の制約に基づ くある時点での

ベ ンチマー ク方式によるか、過去 の排 出に関 して免責を許 して(grandfathering crause)、 現状の排 出量に

基づ くか、後二者の ミックスによるか、幾っかの方法が考えられ る。いずれにせ よ、ひとたび排出権の初

期値が分配 されると、個別主体は、追加 的排出に関 して、除去費用 と排出権の価格 との兼ね あいによって、

排 出権を売買す ることになる。排出権の価格 もしくは除去活動の費用は、いずれに しろ生産物価格 に含 ま

れることにな り、市場を通 じて個別主体は、除去活動の社会的限界費用を負担す ることになる。 また、市

場での活動の結果 として、除去技術 の開発 などによる環境保全技術 の導入へのイ ンセ ンティブが生まれ る

ことになる。

 排出権市場の創設が、市場での排出権価格によって、それが生産物価格に内部化 されるのに対して、炭
素税は直接的に各経済活動の追加的排出に税がかけられることになる。この場合でも、若干の試行錯誤を

繰 り返すことによって、排出量に関する総量を望ましい水準に設定すべく税率を決定しなければならない。
しかし、ピグー税の場合と異なり、排出水準は、社会的便益が極大になるとはかぎらない(1総排出量の設

定に応 じて、各汚染発生主体の負担は、税率の均等化によって達成されるという効率基準のみを満たすこ

とになる。このような税を提案者の名をとって、ポーモル=オ ーツ税と呼んでいる,

 排出権の配分の初期値の決定の仕方によって、除去費用の配分、および経済成長経路に大きな影響を及
ぼす。また炭素税の導入は、炭素の発生に技術的な偏 りがあった り、消費者の趣好条件の差異があること

から、明らかに産業部門、個別消費者の負担に差が生まれることになり、分配に影響を与えることになる。

それを相殺するような補助を与えることも考えうるけれども、そのことがかえって将来の除去活動へのイ

ンセンティブをそこなうことも考えられる。排出権の初期値の決定に際 しても、分配の公平性の議論はさ

けることができない。炭素税に関して、国際的な協調に基づく統一的税率(uiiifarmed corrective tax)の

適用は、分配に関 して影響を少なくすることになるが、その場合でも累進性の導入の是非は議論の対象と

なることは避けられない。いずれにせよ、国際間の合意形成は困難な問題となろう、

 炭素税の導入は、それ 自体が市場の資源配分に偏 りをもた らす ものであってはな らない,,し たがって、炭

素税による税収は、その偏 りを是正す るよ うな国民への還流が必要 となる、,また さらには、炭素税収入 を

他の既存の税の減税源 として用い ることによって、既存の税体系の持つ不可避的損失(dead-weight loss,)

を改善す ることも考えられ る。この場合炭素税の導入は、環境保全に役立っばか りではなく、市場の分配の

偏 りを是正す るとい う意味で も効果をもっことになり、これを二重配 当(double divident)と 呼んでいる。

また、炭素税 の導入 によって、非温暖化 ガスの対策 ともなった り、経済成長の経路 を変えることもdouble

dividentの もうひとつの可能性 を示唆す るもの といえる。



 炭素税の賦課の仕方についても、各炭素排出のエネルギーの炭素含有量に比例して、各化石燃料に課税

する厳密な意味での炭素税、エネルギー使用者の二酸化炭素放出量に比例 して課税 される温暖化ガス税、

化石燃料の熱量に比例 して課税するBTU税 、現行のエネルギー関連の間接税に付加的に税を追加する従

価税(Ad Valorem Tax)な ど幾つかの可能性が検討されているfi

4 多部門一般均衡モデルの構築

 このモデルは経済の一般的相互依存を定量的に分析するために開発したものである。産業内生部門36部

門からなる生産者としての経済主体と、世帯主年齢階層別に6区 分された世帯類型に基づく消費者として

の経済主体が、財 ・サー ビス市場、資本 ・労働の生産要素市場において経済合理性をもって行動する結果

として、すべての部門で、均衡価格 と均衡数量とが市場均衡の条件から達成されることをこの模型によっ

て描こうとしている。

 生産者としての経済主体は、各産業部門の生産技術条件を所与として、生産者行動を行 うが、大きく二
つの局面に分けて考えることができる。ひとっは、期首の資本ス トックないしは生産能力、および雇用者数

を所与とし、そこで実現している生産技術も与えられているとい う状態での生産者が、短期的に利潤極大

行動によって決定する短期供給スケジュールの提示のメカニズムである。短期的にここで導かれる供給ス

ケジュールは、中間原材料や労働サービスの価格に依存 しており、中間財市場や労働市場を通 じて他の産

業部門と相互依存的関係をもっている。 もう一っの生産者行動は、短期で与えられる期首の資本ス トック

や生産能力、雇用係数や中間投入係数などの技術条件を決定する行動である。 ここでは、長期の需要見通

しと要素相対価格、および技術進歩の方向を推察 した上で、長期的に費用極小化の行動をとるものと仮定

している。長期費用関数は、各産業部門について トランス ・ログ型の定式をもちいてお り、将来の需要規模

の想定と、資本、労働、原材料、エネルギーの各要素価格が、各生産要素の長期的なコス トシエアを決定

するものと考えている。ここで、各生産要素のコス トシエアが決定されるとそれに対応した、資本(K) 、

労働(L)、 エネルギー(E)、 原材料(M)の 実質投入量が決定されることになる。資本量は長期的な需

要、価格の見通しに基づ く最適資本ス トックであるということができるが、期首の資本ス トックとこの最

適資本ス トックの差異は、減価償却を考慮すれば、当期の最適投資のフロー量と対応することになる。

 もし規制産業であったり、あるいは将来導入され うる技術の見通しが比較的明確な産業であれば、上記

のようなR'LEM型 費用関数による生産計画は現実性(feasibility)を 欠く可能性が多いにあるfiわ れわれ
のモデルではこのような点を鑑みて、柔軟性を保有 しており、将来の技術導入に関する選択可能なシナリ

オを外生的に与えることもできるようになっている。その際、各々の技術シナリオは経済モデルにおける技

術の記述としての実質投入係数、雇用係数およびそれを規定する資本係数あるいは資本ス トック量によっ

て把握する必要がある。現段階のモデルでは、電力部門と公務部門にっいて上記のような扱いをしている。

電力部門では、原子力発電、石炭火力発電、:LNG火 力発電、石油火力発電、水力 ・地熱発電、新エネル

ギー発電、自家発電などの電源構成別に、通産省による電力需給見通しに従って将来の建設についてのシ

ナリオを与えている。 ここで与えるシナリオとしての電源構成別の中間投入係数、必要資本係数、必要雇

用係数はそれぞれが整合的なものとして記述されている。総発電量として電力需要量総計については内生

的にモデルの体系内から解かれるために、事後的には火力発電を中心にした設備利用率が内生的に解かれ

るものとしている。

 一方、労働投入量にっいては、ここでは生産者の合理的行動から、資本ス トックの最適 レベルに対応し

た、労働雇用レベルが決定されたと考えている。労働市場側からみれば、労働雇用の需要水準に対応する。

このモデルでは、労働の供給に関しては、世帯主年齢階層別に区分された家計の行動として、個人年齢6

階層別の労働供給が決定されると考えている。そこでは各家計単位での労働供給行動を世帯主と非世帯主

とに分けて、世帯主の労働供給が、自身の直面する労働市場おいての賃金率もしくは労働サービス価格に
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感応的であるのに対して、非世帯主の労働供給は、所属する世帯の世帯主所得、および非世帯主に提示さ
れる賃金率に弾力的であると仮定されている。これは、労働供給に関するダグラス ・有沢法則を具体化す

る形での個人年齢階層別の労働供給図式の定式化である。…人当たりの労働時間を所与として、各産業部
門の個人年齢別労働需要と家計から導かれる個人年齢別の労働供給が一致するとい うように均衡賃金率お

よび均衡雇用者数が決定される。ここで決定された賃金率は短期的には調整 されないものと仮定しており
、

短期の供給スケジュール上では、賃金率は期首のあたい、すなわち前期の労働市場で決められた契約に基

づいて賃金率が所与として与えられると考えている。 したがって、長期的費用極小の行動によって選択さ

れた技術条件は、次期の最適資本ス トック量、労働雇用量、賃金率、中間原材料投入係数、およびエネル
ギー投入係数などを決定し、一期のラグを伴って次期の短期供給行動の期首条件を与えることになる

。

 短期の供給行動は、長期で選択された技術条件を所与として、各生産部門の生産者の利潤極大の行動か
ら、供給スケジュールが導かれる。短期の供給スケジュール(短 期供給関数)で は、中間投入 、エネルギー

投入の実質投入係数 、生産能力 としての資本ス トック、資本ス トックに対応 した労働の雇用量が与 えられ

てお り、設備の稼動時間を調整することによって、供給量 と供給価格 とのスケジュールが描け るかたちに

なってい る。供給スケジュー一ルは、中間原材料およびエネルギー として、他部門の財 ・サー ビスを用いて

お り、その価格が費用 に反映 され ることか ら、ある部門の供給は他のすべての部門と供給構 造において相

互依存的関係にある。すべての部門の財市場 の均衡が同時的に決定 され ることになる、

 短期の財市場における需給均衡のプロセスは、一方で各財の需要 ・供給のスケジュールによって調整 さ
れる。需要は、最終需要の要素として、家計消費支出、民間総固定資本形成、政府消費支出、公的総固定

資本形成、在庫投資、輸出、(控除)輸 入などの項目からなる。このうち、政府消費支出および公的総固定

資本形成、在庫投資は名目値を外生的に与えている。輸出量は財別に計測 された輸出関数からもとめられ、
国内財価格と外生で与えられる海外財価格との相対価格、同じく外生的に与える世界貿易量によって、各
商品の実質輸出量が決定される。輸入にっいては、中間財、最終財ともに各商品ごとに、輸入シェア関数を

設定しており、国内財、海外財の相対価格によって輸入シェアが決定され、輸入量がもとめられる=、民間総

固定資本形成は上で述べた生産者の長期費用極小から求められた、最適資本ス トックを実現すべく、産業
別実質投資額が決定し、観察された産業別資本財構成(固 定資本マ トリックス)を 経由して投資財需要ベ

ク トルがもとめられる。最後に、家計消費支出にっいては2段 階に分割される。第1段 階では、各産業部
門の労働所得および資本所得によって、税制の考慮の後に可処分所得がもとめられ、所得制約と各財の価
格制約 とから、効用極大原理にもとついて貯蓄、消費がもとめられる。家計消費行動の第2段 階では、各

財 ・サービスに関する選好のもとで効用極大化により費目別消費量を決定する。それは商品一費 目コンバー
ターを経由して家計消費ベク トルを形成することになる。もちろん、所得および各種消費財価格は、全部
門の需給均衡に至るプロセスによって変化することになるので、貯蓄、消費もまた、体系の均衡解 と同時

的に決定されることになる。最終需要の各要素に応じて、期首の中間投入係数を所与として、レオンチェ
フ逆行列の算定か ら、最終需要を満たす直接 ・間接需要量としての財 ・サー ビス別国内需要量(需 要スケ

ジュール)が 導かれ・財市場において先短期生産者行動における供給スケジa..ル との対応で、需給が均

衡するまで、価格、所得の各変数が調整されることになる。

 すべての産業部門の財市場で需給が均衡 し、労働市場で需給が均衡すると、発生付加価値 と最終需要が
等 しくな り、結果 として、マ クロでの貯蓄投資バ ランスが達成 され る、,また一方で貨幣の需給方程式があ

り・いわゆるIS-LMの 均衡によって、同時に利子率が内生的 に決定 される,=、以上の体系をフローで示 した

ものが、次頁のフローチャ._..トである。

 またここでの多部門一般均衡モデル にお ける各種パ ラメターは、そのほとん どが我が国の1960-92年 に
わたる詳細かっ総括的なデータベースを用いて計量経済学的に求めたものであるr',われわれの構築 したデ ー

タベースの詳細 については、黒田 ・新保 ・野村 ・小林(1997)を 参照 されたい,で は以下では、具体的なモ

デル の方程式体系 を示す ことにす る。
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4.1 部 門分 類 と産 業連 関表

 まずはじめにわれわれのモデルにおける産業連関表のイメージと、部門分類を与えておくことにしよう。

次頁の図1が モデル体系内において解かれる産業連関表を示してお り、この産業連関表が同図右下に示し

た10の 各ブロックと整合的なかたちで毎年次解かれることになる。産業連関表は、表1で 示 しているよう

に、内生36部 門であり(そ れらは国内財及び輸入財に分割される)、ここでの特徴としては4っ の外生的

な非競争輸入、および8っ の屑 ・副産物投入および発生を特掲している,,またエネルギー投入のうち原料

として加工されるものを除く燃料種別投入量(主 体としては産業によるものと家計消費されるものがある)

を導出し、そこか ら発生する002排 出量を計測 している。 ここでのCUz排 出量は炭素税の導入にとって

も、政策ターゲットとしても非常に重要なものであるが、このようなエネルギー分類によって過去のCO2

排出量をどれだけ近似できるかは4.11に おいて示すことにしよう。

                 一_.埀1:i簟 種AI,門分類

 内生部門A) ' … 臙 婁耳厂}一  付加価値の 一7輛 薩膚万ザー'
1.農林永産葉r}一3デ'家評消費支田『……一57.雇 用階 所得』「π源24歳 一

費肩E)

2。石炭 鉱 業

3.そ の他 鉱業

4.建 設

5.食 料 品

6.繊 維

7.衣 服

8.木 材 木 製 品

9.家 具備 品

10.紙 パ ル プ

11.出 版 印刷

12.化 学

13.石 油製 品

14.石 炭製 品

15.ゴ ム製 品

16.皮 革製 品

17.窯 業 土石

18.鉄 鋼

19.非 鉄金 属

20.金 属 製 品

21.一 般機 械

22.電 気機 械

23.自 動 車 /

  産業 分類

  商品 分類

38.政 府 消費 支 出

39.民 間総 固定 資本 形成

40.公 的総 固 定 資本 形成

41.在 庫 品増 加

42.輸 出

43.輸 入

44.関 税 ・輸 入 品 商品税

58.資 本 所 得

59.純 間接 税

内 生 部 門(続 き)A)  非競 争輸 入r')

2.25-34歳

3.35-44歳

4.45-54歳

5.55-64歳

6.65歳 以 上

屑 部 門G)

1.食 料 ・住 居 ・家 具 ・被 服 等

2.電 気

.'i.ガス ・そ の 他 光 熱

4.交 通 ・通 信

5,そ の 他 消 費 支 出

＼24.そ の他 輸送機 械

 25.精 密 機 械

 26.そ の他 製 造業

 27.運 輸

 28.通 信

 29.電 力

 30.ガ ス供給

 31.水 道

 32.卸 小 売

 33.金 融保 険

 34.不 動 産業

 35.そ の他 サ ー ビス

 36.公 務

     IND={1,

37.原 油

38.天 然 ガ ス

39.鉄 鉱 石

40.そ の 他

41.古 紙

42.LPG

43.コ ー ク ス

44.高 炉 ガ ス

45.ガ ラ ス 屑

46,鉄 屑

47.非 鉄 屑

48,鋼 船

    電源 構 成H)

29-1,原 子 力発 電

29-2.石 炭 火 力 発電

29-3.LNG火 力発 電

29-4.石 油火 力 発電

29-5.水 力 ・地熱 発 電

29-6.新 エ ネ ル ギー 発電

29-7.自 家 発電

                ・,36}A)

          ;(フ0ノしf={1ジ ・・,36}A)

非競 争 輸入 商 品分 類  :1>CI={37,38,39,40}F)

屑 ・副産 物 分類(投 入);SBI=・{41,…,48}G)

屑 ・副産 物 分類(発 生)lSBO={49,…,56}G)

原材料分類
二次エネルギー分類

燃料分類
世帯主年齢階層分類

個人年齢階層分類

費目分類
電源構成分類

;ハQTR={1,… ,12,15,… ,28っ31,… ,36}A)

;E1>、R=={13,14,29,30}A)

;E1>17=={2,13,14,30,37,38,42,43,44}み)

:ノUGH={1,2,3,4,5,6}D)

:ノ4(冫,1=={1,2,3,4,5,6}D)

;E丿 て(;!={1,2,3,4,5}E)

;EPG={29-1,2,3,4,5,6,7}H)

12



商品

 国内財
iECO

輸 入財
iECO

産 業 ゴ∈INU 一 一一 一・一一一 一一 最 終 需 要

  aP, d2;X;

月 ”Lα琢xゴ

}一  『一 噂 一

1

Pそ 冫で礁 尸珊 尸
 7

珊 ρ
 'r

PaZT.PBX

一 一一  倡   ・  一   =一   } 尸

 i
_J

= '一 一 =. 一 一一

pntiY7,q 礎q
  T

P.;ly
 2

priG71
 ,.

即 をa
(・一 μ)

IMZ

斜 理 α駆 、

欝「ここ 一

            SBSBPk akjXj

[[⊥二⊥ 一 ユ ら
           KC,;

厂 丁
[il   [81   [21   (81

圜
「

一

「
1
≒

L
隔

L
ー
圖

照

凵

暴

凵

□
門

心

鳳
凵
闢

]

…

凸

一H

【

凸

 
嗣
■

劇

1
」

癜

」
ー
圖

囲

パ

dり(

i

屑副産物
  発生
kESBO

付力口価値

己ー

一一]三_,

三トー一

 1]

 2J

一一191

一シ【8】

㍉

国内生産匚

輒
欝匚

浮xゴ

FUEL
「-

」

露三][ [1U1
国 消 費 ブ ロ ッ ク

[2】長 期生 産 ブ ロ ック

[3】短期 生 産 ブ ロ ック

同 最終 需 要 ブ ロ ック

圖 付 加 価値 プ ロ ツク

圈 貨幣 ブ ロ ック

[71海 外 部 門 ブ ロ ック

[81政 府 部 門 ブ ロ ック

囘 労働 ブ ロ ック

[101002ブ ロ ック

図1:多 部門一般均衡モデルにおける産業連関表と各ブロックの対応
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4.2 消 費 ブ ロ ック

 消費ブロックでは、労働及び資本保有より獲得 した(税 引き後)所 得を制約として、貯蓄額と消費総額
の決定の後、消費総額をベルヌイーラプラス型効用関数によって5っ の費目別消費へと分割 し

、それ らが商
品一費目コンバーターを経由して産業連関表における家計消費ベク トルとしてひとつの最終需要を構成

する。

 消費財価格は各商品価格の集計値 として次のようにするr,

            lnPσ 一 Σ αお。1nゼc+Σ αい1理 ・     (2)

また各世帯主年齢階層別の消費価格は、各費目の価格(η。)の階層別集計として、

              lnP卜 ΣCYP。lnη。(鳶 ∈AGH)      (3)

を定義 し、各世帯主年齢階層別(一 世帯当り月額)で 消費総額と貯蓄の配分について次の効用関数
、お よ

び予算制約式を仮定する。

            Uk=(o・ 一α定σ)βξσ(sk一 α寒・)assk(kI∈AGH)   (4)

           職=pcG,k k+s(ん ∈A働        (5)

このとき、可処分所得(YHk)、 消費支出(P匙 編)、貯蓄額(S')は それぞれ一世帯当り平均月額とする。
…世帯当り可処分所得(YH

k)の 算出は後述の労働ブロックでの(87)式 による。

 各世帯主年齢階層の効用最大化によって、一世帯当り消費支出総額および貯蓄額は、

         C7Pk C-k一 瑠 σ+βぎσ(Yk一 げ α飾 一曝7α警・)(k,∈ 蜘  (6)

          sニYHk-P魚(ん ∈AGH)        (7)

と して求め られ る。ただ しこの とき、貯蓄(5た)の 価格は消費の価格 と利子率 より

                暗 蓄(k,EACTH)    (8)
としている。以上で求められた各世帯主年齢階層別の消費支出総額(一 世帯当り月額)を 制約にして

、次
の効用関数および予算制約式

            lnσf=Σ βyz・9((アコド α段)(k,∈.AG'H)    (9)

           婿℃・ 一 Σ6翫 η。(た ∈AGH)      (10)

のもとで、効用最大化により各世帯主年齢階層別の各費 目別の消費需要量 ←一世帯当り月額)は 次のよう

になる。

      蝿 蝿+β9(雄 製一 Σ ・鳳       FEEXG)(kEACaH.・∈…)(1ユ)

以上で用いてい る費 目別価格(η 。)は 商品別価格 と商品一費 目コンバー ター( 一ZFに よるウェイ ト(ω 嘉)

を用いて次のよ うに定義 している。

             η・=Σ ゆ ゴcc (E'∈E丿(σ)     (12)

            ω臣 諾 瀛(2∈C'OM.・ ∈EXG)  (ユ3)
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4.3 長 期 生産 ブ ロック

 長期生産ブロックでは、各産業の想定する来期の需要量Xノ と来期の稼働率を示す 樗が与えられたもと
で、採用する技術体系を決定する(こ こで*は来期の値を示す)。 ここでは産業ごとに費用最小化により内

生的に技術体系が解かれる部門と、将来の生産計画のシナ リオを外生的に与えて外生的に決定する部門と

に別れている(外 生的にシナ リオを与えていない産業はすべて内生的に導出している)。いずれにせよ、来
期採用する技術体系として、計画資本ス トック量(h'*J)と 計画労働投入量(L*

J)お よび国内財および輸入
財投入係数 α珍、α狸 を導出す る。

4.3.1 内生決定部門一長期生産 ブロック

 長期費用関数を、

      1n¢=α 乙+Σ α灸1n増*+α を1nXノ+α,9ゴ(t)

           +1Σ Σ βえ。1n㌍ln弩・+Σ β誕x ln摩ln考

           + 一pkt 111 Pk*9ゴ(t)+β 麦之111鞠 ブα)

           +1β 灸x(1n鰐)・1+2pte9,i(t)・(.1∈IND. k;loh',L;E,M) (14)

とす る。 た だ し9 ,i(t)は 、

               防α)一鵡(ノ ∈IND)   (15)
と して 与 え る。 費 用 関 数 はShepard's lemmaに よ り、

        袴一継 畷+琴 β轡+β い 鰐+β翻

        ザ ー馨 α曳+写β轡 嚇 澱+鋤

       一丐一撃 一@琴 β鱒 β紳 β毳ゆ(t)
                      (,jEIND,k,,1.h',L,E,M)

が得 られ、よってある想定需要の もとで費用極小によって決まる各部門の来期のK 、L、.E、 ル7は、

             礁 ザァ蒜 σ(ブ∈IND)

              五}一/瞳)/ん}(ブ ∈川D)

             町 一・磯 ・(ブ∈IND)

             樗 一磯(一)
である。原料 ・燃料の投入価格は、炭素税率をCC)zTLJ とす ると(そ の導出にっいては後述) 、

          PEE*J=(1+Ti,7(丿 ・)lj;vnr_z(2∈ENR;j∈IND)

          PMM*J一{9嬉1:罫 讐:NITR,NC.'1,:jEINDjEIND))

                      15
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(19)
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 産業別2次 エネルギー投入価格を次のようにする。

       In PE*=Σ αム111がE・+12Σ Σ β乱II1疏EE・11畔E・
             iEENR                        i∈Eノ>Rk∈E/V」R

                                (jEINU)

各2次 エネル ギーのshare functionは 、

          畢 一 吃+Σ βム、111げE*(1.∈F,NR,,,j∈IND)
                 kEENR

であり、各エネルギー投入量は、

             Eあ 一 膿 詳(Z∈ENR,j∈IND)
となる。また産業別各原材料投入価格を次のようにする。

           InPM*_ Σ αい1尺MM*σ ∈IND)
                iEMTR&NCI

よ っ て 原 材 料 投 入 量 は(vM'Jはconstant)、

           鳩 一 α鉱 辮(iENITR.UNC;'1;j∈IND)                   2

となる。 ここで各財の輸入価格、国内財の家計消費価格及び非家計消費価格を、

             Pm=(1+TM)・PDOLa (2∈COM U NC,'1)

             理e=(1+Tr)理(ぎ ∈C'n!Y1)

            Pdnr_z =理(2∈CUNI)

とし、各財 ・サー ビスの国内供給価格(家 計消費 と非家計消費)を 次のよ うにす る。

        InPsｰ一 α臨111晒 α翫ln晒1β 転 。(ll1 P野c)・

             +β臨 一1n酢ln月m+1β 紜一(111yirt)・σ∈C・NI)

       111Psnｰ一 α1_1n晒 α忘_11・理+1β 畆_(ll1蜘 ・

             +β1_111犂 ・1n理+1艦(lnPi's)・(2∈C.;'UNI)

よ っ てshare functionは 、

        vasZ  一  α玉c,紀+β茎cぜ、掘。 Ill理c+β 重c南m In」P汗・ (2∈COル1)

        ・野πc=α1π 蝓+β1η 。伽 、。。111好 πc+β1。 。。_11・ 理(z.∈CONI)

とな り、国内財 ・輸入財 の投入係数はそれぞれ、

aZ

Tn,a
il*=

黨 獣1∴1:NITR;jEIND)ENR,,jEIIVD)
0             (i.∈ハZ(ニア∫,ブ∈ ∫1>D)

黒 拳 綿 艶/h一*7(1+づ)(酬 卿 ∈・ND)

篶 舞 穿≧/澱(1+ザ)(z.∈ 跚 ∈・ND)

塚崙    (i∈Nα,ブ∈・ND)
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(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)



により求める。

4.3.2 外生決定部 門一長期生産 ブロック

 外生的に来期の生産計画にっいてシナ リオを与える部門は、公務部門 と電力部門である。公務部門につい

ては1ぐ∫、L*7、aa*、 az*を 外生変数 としているが、電力部門にっいては表1の ように7つ の電源構成(EPG)

別にシナ リオを与える。 電力部門の投入係数は外生的に与えた電源構成別 の投入係数によ り、

           αむ Σ2UkU'ik (2∈CONI U NCI,j-29)    (39)
              kEEPG

ここで、1U ekは電源構成別 の発電量シェアであり、来期の想定発電量お よび1 .原子力発電 、5.水 力 ・地熱発

電、6.新 エネルギー発電、7.自 家発電の設備利用率を外生 として残 りを火力発電(石 炭、:LNG、 石油)に

よって補 うものと し、よってそれ らの設備利用率は内生的に求めることになるr、

4.4 短 期 生 産 ブ ロ ッ ク

 短期生産ブロ ックでは、前年の長期生産 ブロックにおいて決定 された生産計画(技 術体系)に 基づいて

短期的な供給スケジュール を導く。純間接税(間 接税 一補助金)をTIと して純間接税率(ザ)を 次 のよ う

に定義す る。

    ,rlY7+1/温(鴫+恥 劉+蕊 恥 晒

        +kESBIUSB。職 馳+Lゴ 畔+嚇](ブ ∈IND)(4・)

図1に 示 した よ うに、生産工程か ら結合生産によって発生す る屑 ・副産物 と、それ らを投入す る部門があ

り、それ らは投入係数 曜粋(∈SBI)お よび発 生係数 α解(た ∈S'BO)(負 値)を 外 生的に与えることで、

発生量と投入量は主生産物の需給均衡の結果、内生的に決定されることになる。費用定義式は、

    C;=増xゴ

      =(1+7∫)Σ(飾 誘xゴ→理η・脳)+Σ 理 ・脳
            i∈(;'Oルf                     i∈NCI

        +晶 。唱 馳+曜 惚 州(ブ ∈IND)(41)
となる。 また(短 期)想 定需要関数 を、

           撃 一姥y+β1隔4+η1σ ∈IND)   (42)
とす ると、限界収入は、

             腓 頭 姦)(.ノ ∈…)  (43)
となる。また、産出量と産出能力(窃および資本設備と産出能力に次の関係を仮定する。

              ろ一嘘)㌔ ∈IND)  (44)
              (冫ゴ=Q.ゴ ψ(J∈IND)       (45)

                      1?



(44)、(45)式 に よ り、

             h;一(   丿(ゴαゴκ夕・ん11 ・)㌔ 一)  (46)
(41)、(43)、(46)式 よ り、 供 給 関 数 を導 出 す る。

Pd一[黛講 銭縞]

    ・唇{鳴卿+晶 鱒 晶 囎+凝 諾 鎧戸司
                            (,jEIND)              (47)

ここで次のよ うに、

dる)一 裁譏1畿 渦( ,jEIND)

dl、)一i髦 い ∈IND)

Jd
(3)一d(2)(晶 罵+

榔 誌B。

1d
(1
2d
alD

1-

d3s(1:

砺一嘉

鋼+騙 羅5哥 脚 ∈INU)

)D2=(1>一てll:)…(
  dd1.2

  d
…   α36 .35

とす ると、(47)式 は行列表記 して、

d4
1.36

dQ
35.36

 0

,AηLO=二

  理

  瑠3

   ma 1.2 ..

ma
2.1

436 .1      436.35

島=D・ 畷 島+D・TArn。Yin+D、

とな り、国内価格について解 くと、

7P17L一

島=(1一 万ヨA毳)一1(6;A;残 君η+D3)

Pnti1
Pin2

1'3s
m4
1.36

d5 .3G

 O

(48)

(49)

が得られる。この式によってある産出量に対する産業別国内産出価格が計算され、(34)式 によって供給価

格をもとめる。 ここでは産業別投資財価格は、

               111弩NV= Σ ω穿Wl11疏9π己               (50)
                    tEGOM

であり、産業別資本投入価格は次式で与えられる1,

   PKe,一(1-TK)rPrtvv,J-i+δ ゴ弩N砺 一(弩 肌 写 醐 一i)+TpYINVfJ一 ・(J∈IND) (51)
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4.5 最 終需要 ブ ロ ック

 ここでは、産業連関表におけるすべての最終需要項目を導出し、その需要に誘発される産業別国内生産
額をもとめる。各財 ・サー ビス市場において44に おける短期供給関数 との対応で価格が調整 され

、各財.
サー ビス市場での需給均衡が成立す る。

 来期の想定需要のもとで導出される資本投入量((19)式)を 用いて、今期の産業別国内資本形成は、

              /,ニh'J一(1-S;)κ ゴ(J∈IND)       (52)

であり、ここでは財別の(実 質)民 間総固定資本形成は、

             ・・一聖 蝶 翌 竺(iE・ ・NI)   (53)                    t

である・財 ・サー ビス別(実 質)在 庫品増加量 としては、主生産物についての名 目在庫品増加合計Zを 外

生と して、

                乙惇1翻)  (54)
とす る・ また屑 ・副産物 については、内生的に求め られ る生産工程か らの投入量およ醗 生量 と

、外生的
に与えている家計消費の投入郷Blご および発生量S'Bo

k・、民間総固定資本形成か らの発生榔B2・P、 公的総
固定資本形成 か らの発 生額5B£ ・G、輸出額SBIEX 、輸入額s'BnlMに よって、差額を在庫品増加 とし

て処理 している・ よって 礪 類の屑 ・副産物の・くランスをとるよ うに、屑 ・副産物の在庫品増力噸5β`・ は

次のよ うに決定 される(発 生 にっいては負値を とる)。

     SBIZk一一俵 唱 馳+θB類+5Bり

           一俵 囎 ろ畔+雌+離+θ βの
                       (1ヒ∈S'BI,k,∈SBU)

また在庫価格、政府消費支出価格及び公的総固定資本形成価格を次のように定義する
。

            In PZ=ΣYII2111 Pynｰ+Σ ω戸ln月飢

           1n pGσ=Σ ωジσII1酬

          Ill PGINVニ Σ 媛G ln疏3'zc
                  iEC<>M

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

財 ・サービス別実質政府消費支出及び実質公的総固定資本形成は(名 目政府消費支出をCσ 、名目公的総固
定資本形成をIGと して)、

・ρ 一 黌

    ,SIGjlG_iC,z Fjvnr_z

        19

(2∈(ア0ハ4)             (60)

(i.∈(ニアOM)              (61)

                   (62)



となる。 よって、家計消費支出を除 く財 ・サー ビス別実質 国内最終需要は、

           fNC=IZ+Zi+CG+IG(i E CUM U NCI)

また実質輸出について次のような輸出関数を仮定する。

         EXi=u-Ex(理 配㌍)sbEX(黌2)㌔f∈c・NI)

以上の最終需要が与え られ たもとで、国内財 ・サー ビスの数量バランスは以下の よ うになる。

凡一濠
D鵜+{饗+驥 塗+肌

(2∈(:ア0ル の

(63)

(64)

(65)

こ こ で 、

X=(XlX2
×36)曝 讃 鑞

とすると、(65)式 は行列表記 して、

                  x=んx+現

よって国内産出量にっいて解くと、

                 Xdニ(∫ 一ん)一1島

となる。またCIF価 格の財 ・サービス別輸入額は、

Ad一(dl.l

d4
36.1

41 .36

Q36 .36

(66)

(67)

IMcrF_z{畿:調 莞!瀞1幽+畔 酬 欝(68)

であり、FOB価 格の輸入額を次の式で表す。

             rMFUB_AIM+blM ΣINIi'IF     (69)
                       t∈(フ0ル1UハICI

4.6 労働 ブ ロック

 労働ブロックでは、各産業想定する来期の生産計画に伴 う労働需要と、ダグラスー有沢法則を具現化 した

かたちでの労働供給図式によって求められる来期の労働供給とによって、個人年齢階層別労働市場の市場

均衡より来期の賃金率と労働者数を決定する。その契約は1期 のラグを伴って来期の期首に実現 し、期中

では労働時間のみ調整可能になっている.、

 来期の総人 口をN*、15歳 人口比率 を N:u'i5*、(15歳以上人口の うち)就 業可能人 口比率を ω錨*、就 業可

能人 口の うち非核世帯員人 口比率及び単身世帯比率をそれ ぞれwN*B、 ω挫 、それぞれの世帯 の個人年齢階

層別分布(非 核世帯員分布は世帯主年齢 ・個人年齢分布マ トリクス)を ω盤,、 N*wBk,k、ω飜,と す ると (以
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上、すべて外生 として与える)、 来期の年齢階層別 の核世帯員数(Ak')、 単身者数(Ck,) 、非核世帯 員

数マ トリクス(Nゐ 崩)は 、

         NAk'=N*・ ω婚 ω飲(1一 ω弩*一 ωぎ*)・ω盤,(鳶'∈AG'/)   (70)

        N熱 二N*・ ω鑵*・wtv*w・wN*B・ω撫   (鳶'∈AGI)   (71)

         N蕊=N*・ ω琵*・wN*w・wN+G・ ω㌫   (たノ∈AGI)   (72)

として求められる(たノ:個人年齢階層、た:世帯主年齢階層、したがって世帯主 ・単身者については鳶'=初 。

ここで得られた就業可能人ロベースの来期の核世帯員数、単身者数、非核世帯員数に、以下で求められる

来期の有業率を乗ずることにより、個人年齢階層別の労働供給量(人)が 決定される。有業率関数は主と

して2人 以上世帯の非核世帯員について考え、賃金率、核世帯員の労働所得、家計の非労働所得(含 む社

会保障給付)に より有業率が決定されるものとする。他方、核世帯員及び単身者については、家計を維持

するために賃金水準等にかかわらず労働供給を行 うものとする(た だし、高年齢者階層では有業率関数を

考える)。

 一方、労働需要については、長期費用関数のもとでの費用極小化により、来期の産業別労働需要量(人)

が決定される。労働市場は個人年齢階層別に需給均衡を考えるため、産業別労働需要量を個人年齢階層別

労働需要量に変換 し、需給が均衡するように来期の賃金率で調整が行われる。

 まず、労働供給の決定について述べる。各鳶,年齢階層の非核世帯員の有業率関数を今期の該当年齢の核

世帯員の労働所得 ←一世帯当たり)、非労働所得(一 人当たり)及 び社会保障給付(一 人当たり)に よって、

一 一{讒 孅 雛 ∴1∴::AGI{
AGI{:::::;:

                                            (73)

と考える。

  核世帯員(世 帯主)及 び単身者 にっいては合算 して有業率 関数を考えるが、た'=1.2,3,4の 年齢階層

については、各階層に一定値 を与える(1985年 値)。

            ｵ'Ak'=μcん'=μ.4σ た'

鳶ノニ5,6の 年 齢 階 層 に つ い て は 、 次 の 式 とす る。

(k'EAGI{1,2,3,4}) (?4)

            1nμ藁σ鳶' == α乞P・+β窪p lrr」F移*+βμ1VLo lll NLC藁

                  +βμ55GP ll15'3ξ;P”(鳶,∈AGI{5,6})                (75)

 この とき各説明変数 を次のように定義す る。今期の核世帯員の労働所得総額(L(ア 激')は 酬 固人年齢階

層(=た 世帯主年齢 階層)へ の分割比率を得て以下のよ うに表 され、世帯主一人当りの労働所得(LO塩,)

を求める。

           嘸 一ゴ漏D噸 擦)んゴ岬(k'EAGI)

           五`伽 一 驚  (k'EAGI)    (76)

 マクロの社会保障給付(外 生)、非労働所得は以下のように定義して世帯主年齢階層別か ら各々個人年齢

階層別 ・一人当りの金額を求めて説明変数とする。
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 非労働所得については、

            NLC'ニ(1-TL)LCN+Σ 肌J+(1イ)P(+R

                 +丁朋GP-TREPR+TRcRP-TRC'`'    (77)

           NL(1アた = NL(ア ・ωノVL(;k (ん∈イ4('H)

           醐0・'=Σ 軌'kNLCrk(k,'EACSI)     (78)

           NL銘 一 諾 黔 礁(kI'∈蜘    (79)
で定義される。

 同様に社会保障給付にっいては、

              S,S,GPk=∬GP・ ω。。GP、(kI∈AG'H)

              ∬9P=Σ 幅 ∬ 窟P(鳶 ノ∈ハση    (80)

              5げ 一藻;瓢 嚥(臨 ・)  (81)
で定義される。

 なお、社会保障負担も同様に、

              ∬ずG=55PG・ ω。,PG、(鳶∈AG'H)

              ∬が 一 Σ 幅 ∬fG(k'EAGI)    (82)

             雌 一 藪藩 ㍍ 葦(kI'EAGI)  (83)
で定義 され る(た だ し、有業率関数の説明変数 としては使用 していない)、:、

 世帯主年齢階層別(r>LC'k か ら個人年齢階層別(N五q')へ の変換は、上記の就業可能 人口(NWk,k)
よ り求 め られ るマ トリクス(ψ 繊)に より、次のよ うに定義 される。

         NWk'k=N臨+NB嵌+N既 ・k(λ,∈AG'H. k'∈ バα)

           ψ燃 一 舊瀞 飆(k,EACxH.k,'∈AC7/)  (84)

(このNwAk、 NWbkは 各 々NAk、Nσ たを対角に取ったk'*k行 列である。)

 従 って年齢階層別の核 、非核 、単身合計の労働供給者数(Ill｣i,1])は、

         Lk*= L`yAk+Ls*Bk,+五 き美

            =μ 気σ・(N気た+!Vさ κ)+μ む・'Σ ハ・隔(碇 ハση   (85)
                          k∈ノ1GH

とな る。

 なお、世帯主年齢階層別労働所得(マ クロ)(LCk)は 就業者 より求め られ るマ トリックス(森,k)(定 数:
1985年 値)よ り、個人年齢階層別から、世帯主年齢階層別に変換されて求められる、,

            φ熾=藻 鷙 嚥(k,∈AGH,k'∈AG'/)

            LCk=Σ φ・'・五〇・・(k∈ACSH)      (86)
                 k'EAGI
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この時、世帯主年齢階層別可処分所得(一 世帯当 り月額)(YHk)は 、上記のマ クロの労働所得、非労働所

得、社会保障給付、社会保障負担の値 と、κ世帯主年齢階層別へ の分割比率 よ り、鳶世帯主年齢階層別に求

められ、世帯数(Hk)で 割 り、月額換算す ることによって求められ る。

  YHk=些 量 ω邸9星 廼LO-TRCxP±TRCPG)± 勢鎚塑 尼55:『8一 ω552壑 逃8三
                        Hk/12

                    (kEAGH)                    (87)

  労働需要の決定にっいては以下の ようになる。各産業の来期の労働者数の需要量(ma,n)LD*Jは 、(20)
式によ り、想定需要お よび想定稼動時間の もとで費用関数費用極小によって決まる。 また産業別賃金 と個

人年齢階層別賃金 について次の ようなCobb-Douglas型 集計関数 を仮定す る,,

             瞬 ㌧ ΣQ,jkL'ZηPか(ブ ∈IND)    (88)
                   k'∈AGI

ただし、αが は、個人年齢階層別賃金支払額シェアである。

よってブ部門における鳶ノ年齢階層に対する労働需要者数は、ど年齢階層別賃金支払額シェアを使って、

           L魚 尸 ω払搾 黔/ん}

             一αガ黌 慌/ん亨(ゴ∈IND,k'∈AGI)  (89)
と求められ、産業全体での鳶'年齢階層に対する労働需要者数は次式のように(単 純集計によって)求 める。

               LD*_ΣLD*(k,'∈AGI)     (go)
                   ゴ∈IND

以上 によ り、労働需給均衡を達成するように来期の個人年齢階層別の賃金(Pか)に より調整がな され、来

期の個人年齢階層別の労働者数(L*k,)が 決まる。 なお失業は一期前 に想定 され ていた稼働時間(h*J(唱1))

と今期実現 した稼働時 間を用いて、個人年齢階層のMan-Hourで の失業はΣゴ
∈IND L;k'(*(一1h..J)一h.;)に

よって求めら劃 る(各 年齢階層では稼働 時間は共通 してい る)。

4.7 貨幣 ブ ロ ック

 貨幣市場の均衡式を、名目マネーサブライを外生として次のようにする。

               欝一♂ 俵 鴉)隔
(91)

4.8 付加価値 ブロック

 産業別雇用者所得は、労働市場によ り前期に内生的に決定された 拷ρ*(一1)、(46)式 か ら今期の財の需給
均衡 により実現 した稼動時間h.;よ り、

              L(㌃=五ゴhゴyLyLO(ノ ∈IND)       (92)

であり、また産業別資本所得は差額として、

KCゴ =
(壇 篤一蕩M嘱 蕩一

 斎、B。囎 ろ一LC,)
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として導出され、 ここで超過利潤率 として、

                笏一識 瓦(ブ∈IND)   (94)
を定義する。

 産業別減価償却額は(50)式 より、

               DEゼ=δ ゴ酬 レKゴ(ゴ ∈IND)       (95)

産業別配当額(税 引き後の資本所得)は 、

           DIV;=(Y-TK)κq-7P弩wκ ゴ(ブ ∈IND)     (96)

可処分所得は、海外か らの(純)雇 用者所得(LCR)、 海外か らの(純)財 産所得(PCR) 、政府部門か ら

個人部門への(純)経 常移転(TREcP)、 個人部門か ら海外部門への(純)経 常移転(TREPR) 、社会保

障給付(ssGP)、 社会保 障負担(s sPG)、 海外部門か ら個人部門への資本移転(TRH(ARP)、 個 人部門か

ら政府部門への資本移転(TRCPG)を 外生 として、

    y=(1一 ・L)ΣL(ろ+(1ｰTL)LCR+ΣD現 一 Σ+(1一 ・P)PC's
            ゴ∈1ハID              ゴ∈〃》D     ゴ∈〃VD

        +TREcP-TREPR+S.S,cP_5,5,PC+TRCNP-TRG'PC    (97)

よって粗貯蓄額は、家計消費 され る屑 ・副産物名 目投入額5瑳C、 および屑 ・副産物名 目発 生額5B倉(負

値)を 外生 として、

      SP=(y-TR{TR吟(PGrC+51BlckkESBI+蠡 吻

純貯蓄額 は、次のよ うになる。

5PNニS'P一 ΣDEゼ

      ゴ∈IND

(98)

X99)

家計部門の貯蓄投資差額△rsPは 、

          △・ぬ ダー俵 馳+蠡5Bり

                一(2+晶5Bり+TR{バ
              = △BR一 △15'c                  (100)

とな り、(102)式 による経常収支BRと(112)式 での政府部門のISバ ランスrscと の問で一国全体のISバ

ランスは事後的 に成立す る。

4.9 海 外部 門 ブ ロ ック

 国民経常余剰は、』新たに政府部門から海外部門への(純)経 常移転(TREGR)と 個人部門から海外部門
への(純)経 常移転(TREpR)を 外生として、

△rsR俵 醜 凡+驫5Bの 一(
 晶 ♂1一鞠 晒 蠡 θBの

      +LCR+PCR-TREGR-Z'REPR                  (101)
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よって経常収支は、新 たに海外部門か ら政府部門への(純)資 本移転(TRCRG)と 海外部門か ら個人部 門

への(純)資 本移転(TRCRP)を 外生として、

              △BR=△ISR+TRCRG+7究cRP      (102)

であ り、為替 レー ト(e)を 外生 として経常収支(△BR)を 内生的に決定す る、,

4.10 政 府 部 門 ブ ロ ッ ク

 労働所得税 、資本所得税 、財産所得税、純間接税、関税 ・輸入商品税額、炭素税額(税 率 については002
ブロック参照)は それ ぞれ次のよ うになる。

            匹 《晶LGの      ・・3)
κ

P

T

T

T

MT

T(フ02

=TKΣKC,

   ゴ∈〃》D

'=・P(Σ 弓WKゴ+PCR)

   ゴ∈IND

一
ゴ漏鳶 噛

= ΣT”'rlMi'IF

  i∈(つOM

-  Tij yi Jly,7
iECOM jEIND +鯉q

+訊 晶 研 購+鯉 α

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

よって政府部門の総税収は、

             TG=TL+Tκ+TP+Tj+TM+7.co・      (110)

政府貯蓄額は、

          θG=TG-丁 朋GP-TREGR_Crc一 ∬GP+55PG    (111)

であ り、政府部門のISバ ランス式は、

         △15'G=s'G一}一TRCPG+TR.CRG一(凸 蠡 θ磨) ω2)

となる。ここでは政府支出(CYG)を 外生 として、(112)式 を満たすように政府部門の貯蓄投資差額(△ISc)

を内生的に決定する。

4.11 002ブ ロ ック
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表2:エ ネル ギ ー小分類
Model seq.
37
2

8

n6

3

4⊥

14

 *

30

 *

42

43

44

 *

 *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

IO-code

O721-011

0711-011

0711-012

0711-013

0711-014

0731-011

2111-011

2111-012

2111-013

?111-014

2111-015

?111-016

2111-017

2111-018

2111-019

2121-011

2121-019

2121-021

5121-011

5122-011

2111-018-4

2121-011-4

2121-019-4

2121-019-4

2121-019-4

エ ネ ル ギー     一一 冖一冒'

原 油     .『一一-一…'-一 '

原料 炭(国 内)

原 料 炭(輸 入)
一般 炭 ・亜 炭 ・無煙 炭(国 内)

一 般 炭 ・亜炭 ・無煙 炭(輸 入)

天 然 ガ ス

揮 発 油

ジ ェッ ト燃 料 油

灯 油

軽 油

A重 油

BC重 油

ナ フサ

液 化 石 油ガ ス

その 他 の石 油製 品

コー クス

そ の他 の石 炭 製 品

鋪 装材 料

都 市 ガ ス

熱 供給 業

液化 石 油ガ ス

コー クス

高炉 ガス

炭 田 ガス

コー ル タール 他

 各内生部門の(燃 料用)エ ネルギー消費量(カ ロ リー換算)と 二酸化炭素排 出量は、それ ぞれの係数マ

トリックスを ∫暢σ飢 、1鵡02と す ると、

       FUELiゴ ー{(α 跨+剃xゴ 鴫 臨(i∈(アOM∩ENF;j∈IND)・晒 磅 ひ肌  (2∈Nα∩ENF,,j∈・ND)  (113)

        ・・%一{黷 野 飾:COMnF,NF,jEINDNC;'lnENF,jEIND)) (114)

によってエネルギー消費量 と00・ 拶ド出量が求め られ る・ここで 曜ELお よび 鴫o・ は実質中間投入額X
iゴ

を物量変換 し、その物量単位あたりに含まれるエネルギー消費量と002排 出量を求める係数である
。これ

らの係数は、以下の三つの理由によってエネルギー種別(商 品別)に 異なることは当然として、産業別にも
定義 されている。第1の 理由は、ここで扱 う産業分類への集計上の問題から発生する点である。上記係数
の計測上、表1で の一次および二次エネルギーとして定義 している財(E!>F)は 表2の ような小分類から

構成されている。それぞれ小分類でのエネルギー分類によって平均発熱量係数 とCO2排 出係数が異なり、
また各産業あるいは家計消費においてそれら小分類での投入シェアが相違 していることにより、小エネル
ギー分類の集計レベルでは産業別に相違が発生する。また第2の 理由としては、モデルでの各部門の定義

上、たとえば石炭製品と分類された中にはエネルギーではない舗装材料などが含まれている(表2で は*に

よって記述 している)。よって、モデルで定義する各エネルギー種別の集計値としては産業別に異なる値を

とることになる。

 第3の 理由は、一次エネルギーを原料として投入 している産業部門にっいての考慮から産業別に原料 ・
燃料消費比率が異なってい る点である。 よって以上の3点 によりモデルで扱 う燃料投入係数お よびCO2排

出係数 としてはエネル ギー種別(商 品別)・ 産業別 に定義 して、マ トリックスの形式 をとっている!,
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●:推計値 o:MITI-EUMC (単 位;Mt-C)
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図2:cot排 出量の比較

 また家計消費支出による(燃 料用)エ ネルギー消費量(cal)と 二酸化炭素発生量は、同様 にそれ ぞれの

係数ベ ク トルをRFUELct 、RCUariと す ると、

              FUEL・i=CG'RFUELt ri (i.∈ENF)     (115)

               CrO2es=(一rCRCO2'i c; (i∈ENF)    ・ (116)

と な る。

 ここで求め られ る産業別 ・エネルギー種別(フ02排 出量は炭素税導入の際の炭素税率の決定、や各種シ ミュ
レー ションの政策 ター ゲッ トと しても重要である。われわれの上記の002係 数マ トリックス計測は1985

年基準と して、 「1985年 産業連関表」、 「石油等消費態調査」、 「総合エネルギー統計」等によって小エネル

ギー分類か ら積み上げた ものである。 しか しモデルか ら入手可能な情報は集計 したエネルギー分類で しか

ない。よって過去の観察デー タを用いて、集計 したエネルギー分類(ENF)で 定義 した係数よ り、実際の

cot排 出量を どの程度近似できるかについてみておこ う。

 ここで計測 している002係 数マ トリックスは1985年 基準であるので、これ を固定 したまま196(}一92年
の時系列産業連関表(黒 田他(1997))の 実質値によって推計 した(ア02排 出量 と、日本エネルギー経済研究

所 「エネルギー ・経済統計要覧」による排出量(一 次エネルギー国内供給)と のマクロ集計量 を比較 した

ものが図2で ある。 この図か らわかるよ うに1985年 以前では若干 の過大推計傾向があ り、1985年 以降は

やや過小推計 となっているものの、ほぼその傾向を追えるものとなってい る。

4.11.1 炭 素 税 賦 課 シ ミ ュ レー シ ョン

 炭 素 税 賦 課 シ ミュ レー シ ョ ンは 、 次 の2ス テ ッ プ に よ る。 第1ス テ ップ で は 、BatJ(Business as tJsua])

ケース と同様 に炭素税 を賦課 しない もとでの財の需給均衡をとる。次に第2ス テ ップとして、炭素税 を賦

課 したもとでの需給均衡を図り、両者 の効用水準の比較か ら世帯主年齢階層別の補償変分(compensating

variation)を 求める。002発 生量1ト ンあた り賦課 され る炭素税額丁σo・は、すべてのエネルギー種類 ・産

業別に均一であるが、各産業お よび家計のエネルギ.___投入金額あた りの炭素税率はそれぞれ国内財、輸入

財別に次式 のように異 なる。

       蕣仍・ 一 雑 争 (2∈・・NlnENF,j∈IND)  (117)              t

2?



尋02一

7ε02・

TCO'C
i一=

700・ 磅02

 Pm

7σo・R992

理 ・co'

TCDa R-O'Ci

(i∈(σ0ル1Uノ>C1)∩E!>F.ブ ∈ ノノVD)

(iECOMnFNF)

Pm
(iE(G'OMUNCI)nENF)

(118)

(119

(120)

上記の国内価格は(121)式 を満たす価格である。そ してこの炭素税率が賦課 されると、各産業ではエネル

ギー投入価格の上昇によって直接的には自財価格の上昇を誘発し、またその誘発されたすべての財 ・サービ

スの価格上昇によってそれを中間投入する産業の国内生産価格に間接的に影響を与えることになる。よっ

てBaUケ ースでの(41)式 による費用定義式を次のように変更を加え、

理 σ02xゴ= (・+ザ)[
iECOM{(1+塾)避 卿(1+艶)恥;四

+Σ(1+COaTtJ一)PZm・ 駆 ゴ+ΣPsak・5BXkjゴ

 iENCI                    kESBIUSBO

+(Lゴんゴ岬+酵 判 (ブ∈1ND) (121)

を満たす炭素税賦課後の国内生産価格1呼σ02を導出する。炭素税賦課シミュレーションではすべてこの価

格 によって全体系が計算 され ることになる。また外生的に与えられ るCO2排 出制約量 とモデルで内生的な

全経済主体か らの排 出量が等 しくなるよ うに、炭素税率700・ が決定 され る。

 上記の展開よ り明 らかなように、同 じエネルギーであっても産業 ごとに(フ02排 出係数が異 なるため、一

物多価 とな る。 よって財 の名 目のバ ランス式は炭素税 を賦課 しないBaUケ ース とは異なる。ただ し、物

量バ ランスは同一であるため(67)式 は満た され、結果的にあるエネルギー にっいて平均炭素税率 となる

,rCOa
z が次のよ うに導出 される。

           ぞ仍一ΣZ・… 尋o欝 ±艶q(2∈F,NF) (122)

4.12 マ ク ロ経 済 統 計 量

 実質GDE、 名 目GDE、 国内総支出デ フレー ターは、

RGDE _

GDE _

PGDE

iECOM(・Ca+fNC,'+F'.Xi)一iECOMUNCI(等 望)

Σ(PsrCi'+理 が σ+Fjdrer.EXZ)一 ΣINIZ'IF
iECOM

GDE

RGDE

とな り、SNAベ ースでの国内総支 出デフレー ターを次式のよ うにす る.,

                  SNA    ,PGDE _aC'DE+bGDEf'GDE

名 目GNPは 、

                GNP=GDE十LCR十PC's

であり、実質GNPは 以下のように求められる。

                        GNP

                  RG'NP-pcDESNA

i∈C(冫 ルfUNCI

(123)

(124)

(125)

(126)

(127)

(128)
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